
2,519
117

資源集団回収団体
コミュニティ回収団体

令和５年8月1日現在の活動団体数

ひろげよう地域コミュニティの輪‼ 第 19号
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これまで発行したものを

発行元：大阪市環境局
※お問い合わせは裏面をご参照ください。

ご覧いただけます
団体名や代表者を変更される場合は、お住いの行政区を担当する環境事業センターまで

届け出をお願いします。（※変更の日から10日以内に提出が必要です。）

右のグラフは、令和元年度

から令和4年度にかけてコミュ

ニティ回収で回収された1団

体あたりの段ボールの年間排

出量です。近年は生活様式

の変化から宅配利用者が急

増し、家庭から排出される段

ボールの量は年々増えていま

す。

段ボールは新聞や雑誌に比

べると、比較的サイズが大きい

ものが多く、かさばるものとなり

ます。また、最近の原油価格

の高騰は輸送コストに大きく影響しており、収集車両に可能な限り多くの古紙を積むことが重要になっています。

段ボールの出し方について、再生資源事業者よりコミュニティ回収・資源集団回収実施団体の皆さんにご協力のお願いがあ

りますのでご紹介させていただきます。

年々、段ボールの排出が増えています
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１団体あたりの年間段ボール排出量（コミュニティ回収）

詳しくは裏面をご参照ください。

収集効率の向上にご協力ください

折りたたんで出してほしい ひもで束ねて出してほしい

段ボール箱に入れず

全て折りたたんで

出してほしい

（㎏）

https://4.bp.blogspot.com/-7ttVjO_cMI8/Wc8fYqJjPJI/AAAAAAABHFQ/C20kJhZY1kUeayzuX_4pxrjJ3R8WxVmPACLcBGAs/s800/car_kei_truck.png


コミュニティ回収団体 コミュニティ回収実施団体届出事項の変更届出書（第2号の1様式）

資源集団回収団体 資源集団回収実施団体届出事項の変更届出書（第2号の3様式）

北区・都島区・ 西区・港区・大正区 西部環境事業センター ☎ 6552-0901

淀川区・東淀川区 東成区・生野区 東部環境事業センター ☎ 6751-5311

旭区・鶴見区・城東区 城北環境事業センター ☎ 6913-3960 住之江区・住吉区 西南環境事業センター ☎ 6685-1271

福島区・此花区・西淀川区 西北環境事業センター ☎ 6477-1621 阿倍野区・西成区 南部環境事業センター ☎ 6661-5450

天王寺区・東住吉区 中部環境事業センター ☎ 6714-6411 平野区 東南環境事業センター ☎ 6700-1750

中央区・浪速区 中部環境事業センター出張所 ☎ 6567-0750 家庭ごみ減量課 ☎ 6630-3259

コミュニティ回収・資源集団回収に関するお問い合わせは、お住いの行政区を担当する環境事業センターまで

東北環境事業センター ☎ 6323-3511

団体の名称の変更の際は変更後の名称を確認できる書面（会則等）を、代表者が変更の際は変更後の代表者が確認でき

る書面会則等（役員構成図等含む）を添付してください。

代表者など届出いただいている内容に変更が生じた時は、必ず10日以内に下記の指定様式による届出が必要となります。

なお、電話による代表者の変更はできませんのでご了承ください。

規則・要綱に基づく、届出書の提出ルールにご注意ください

❷ごみの出し方のルールに従ってお出しください。
※段ボールは必ず折りたたんで10枚程度までをひもで束ねてください。

❸きっちり分別してください。（対象外のものは古紙・衣類に出さないでください）

古紙：汚れたものや匂いのついているもの、紙以外のものは普通ごみにお出しください。

衣類：汚れている物、破れている物、靴やシーツ、カーテン、布団などは衣類として出さないでください。

靴

ダウンジャケット

革製品

反物

タオル

シーツ

古紙として出さないでください

紙以外のもの

匂いのついている

汚れている

段ボール イン 段ボール

複数枚を束ねてください

衣類として出さないでください

段ボール イン ごみ

必ず折りたたんでください

資源物が汚れない様にしてください。全て折りたたんでください。

※虫がつくものはNG

※着るものでないものはNG

また、資源集団回収団体を中止する、又は6カ月以上休止する場合は、活動を中止又は休止する前に資源集団回収実

施団体休止等申出書（第2号の4様式）を環境事業センターに提出してください。

❶コミュニティ回収は収集曜日の

午前９時までに必ずお出しください。

再生資源事業者

からのお願いです


